令和8年度
佐那河内村学童保育クラブ　　　　　利用のしおり（新規用）
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令和8年度　佐那河内村学童保育クラブ利用のしおり

　学童保育クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るところです。

1　学童保育実施内容
（1）実施時間
・学期中　　・・・・下校時～18時
・土曜日　　・・・・8時～18時（第1・第3土曜日のみ開設）
・長期休暇中・・・・8時～18時
・保育の休日は、第2・第4・第5土曜日、日曜日、法律で定められた祝日、8月12日から8月15日、年末年始（12月29日～1月3日）としています。　
（2）定員　おおむね40名
（3）実施場所　　　
佐那河内村下字中川原30番地 「佐那河内村学童保育クラブ」

2　申請受付期間
申請書類は、学童保育クラブ又は役場健康福祉課に提出してください。
○新年度（令和8年4月）の申請
[bookmark: _GoBack]1年を通じて利用する場合の申請だけでなく、春・夏・冬休みのみ利用する場合も申請が必要です。継続して利用を希望される場合は、毎年度利用申請してください。受付期間は令和8年2月27日（金）までです。利用できるかどうかは、3月上旬から中旬に保護者あてに通知します。
○年度途中での申請
定員に余裕があれば申請を受け付けますので、学童保育クラブ又は役場健康福祉課にお問い合わせください。なお、利用希望日の2週間前までに申請書類を提出してください。

3　申請に必要な書類
（1）佐那河内村学童保育利用申請書（様式第1号）
（2）学童保育利用申請に関する確認書（様式第2号）
（3）貯金口座振替依頼書 ……新規小学1年生、口座変更のある方のみ
（4）佐那河内村学童保育料減免申請書（様式第3号）……該当すると思われる方
※　申請書類は学童保育クラブ又は役場健康福祉課にあります。

4　注意事項
○　学童保育利用期間は4月1日から翌年3月31日までです。
○　利用できるかどうかは、提出された書類を審査のうえ決定し、学童保育利用承諾書を申請者に通知します。
○　勤務時間や勤務先、住所、緊急連絡先等が変更になった場合は、速やかに支援員まで連絡してください。（学童保育クラブ 090-1006-9298）
○　利用変更・休止届や脱会届等は、学童保育クラブ又は役場健康福祉課にあります。
○　次に当てはまる場合は、学童保育クラブの利用を承認できない、または承認を取り消すことがあります。ご了承ください。
・　児童が学童保育クラブの管理及び運営上支障があると認められるとき
・　保護者が提出した申請書類に不正が認められたとき
・　学童保育料を2ヶ月以上滞納しているとき


5　学童保育料について
毎年度当初に年会費2,000円を納入してください。途中利用の場合も同様です。
申請時に、長期会員、短期会員、長期休暇会員のいずれか1つを選択してください。年度の途中で利用方法の変更をする場合は、原則、変更する日の前月20日までに「学童保育クラブ利用変更・休止届」（様式第4号）を学童保育クラブ又は役場健康福祉課まで提出してください。

○長期会員
年間をとおして利用する場合の保育料
（1） 児童1人につき6,000円です。ただし、夏・冬・春休みのある月は、下表の金額となります。
（1人目）
	4月
	7月
	8月
	12月
	1月
	3月
	左記の月以外

	8,000円
	9,000円
	11,500円
	8,000円
	7,000円
	8,000円
	6,000円


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※おやつ代含む
（2） 保育料の日割りはできません。利用日数にかかわらず、1か月分の保育料を納めてください。
（3） 都合により全く利用しない月があるときは、原則、その前月の20日までに｢学童保育クラブ利用変更・休止届｣（様式第4号）を学童保育クラブ又は役場健康福祉課まで提出してください。利用しない月の保育料は徴収しません。

○短期会員
1日または数日間利用する場合の保育料
（1） 1日は1,000円、半日は500円とします。半日とは8時から13時、13時から18時とします。
（例）12時から17時等の利用の場合でも、1日料金として算出します。


○長期休暇会員
夏休み・冬休み・春休みのみ利用する場合の保育料
（1） 下表の金額となります。保育料の日割りはできません。利用日数にかかわらず、規定の保育料を納めてください。

	　
	利用できる期間（日曜・祝日除く）
	利用料

	春休み
	4月1日～4月7日
	4,250円

	夏休み
	7月21日～7月31日
	4,000円

	
	8月1日～8月31日
	11,500円

	冬休み
	12月24日～12月28日
	3,000円

	
	1月4日～1月7日
	2,500円

	春休み
	3月25日～3月31日
	4,250円


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※おやつ代含む
（2）　長期休暇期間以外でも、利用が可能です。その際は、『短期会員』と同じ保育料となります。利用を希望する場合は、原則、利用する日の前日までに、学童保育クラブ又は健康福祉課まで連絡してください。









○保育料負担軽減・免除について
負担軽減・免除の対象は、長期会員の児童に限ります。
(1)　負担軽減対象
・　1世帯で2人以上の子が長期会員の場合、年少の子2人目以降
　(2人目以降)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※おやつ代含む
	4月
	7月
	8月
	12月
	1月
	3月
	左記の月以外

	7,000円
	7,500円
	10,000円
	7,000円
	6,000円
	7,000円
	5,000円



・　市町村民税非課税世帯であってひとり親家庭の児童
・　世帯の市町村民税所得割課税額の合算額が169,000円未満の多子世帯の第3子以降の児童
・　世帯の市町村民税所得割課税額の合算額が77,101円未満のひとり親家庭の世帯の第　　　　2子以降の児童
· 市町村民税非課税世帯の準要保護世帯の児童
· 市町村民税非課税世帯の第2子以降の児童

 (条件にあてはまる児童)
	4月
	7月
	8月
	12月
	1月
	3月
	左記の月以外

	4,000円
	4,500円
	5,750円
	4,000円
	3,500円
	4,000円
	3,000円


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※おやつ代含む

(2)　免除対象
・　生活保護世帯の児童は無料







6　学童保育クラブの利用についてお願い

○平日の利用

（1） 学童保育クラブの閉所時間は午後6時です。お仕事等が終わりましたら、すみやかにお迎えをお願いします。
（2） 閉所時間までのお迎えや、大人の方の送迎が恒常的にできない場合は、徳島ファミリーサポートセンタ－（088-611-1551）の利用を検討してください。事前に入会手続きが必要です。
（3） 急遽お仕事の都合で、午後6時までにお迎えできない場合は必ずクラブ支援員に連絡してください。（学童保育クラブ 090-1006-9298）

○学校休業日（土曜日や長期休業期間中）の利用

（1） 開所時間は8時です。午前8時以降に児童を送ってきてください。
（2） お仕事等が休みで保護者が家にいるときは、親と子が家でゆったりと過ごす時間をつくるため、家庭で過ごすようにお願いします。



7　学童保育クラブの生活についてお願い

（1）児童の体調がすぐれないときは必ず支援員に連絡してください。また、利用中に起きた体調の変化や偶発的な怪我により緊急を要する場合は、保護者の勤務先や緊急連絡先に連絡します。そのため、携帯電話など、確実に連絡が取れる方法を利用申請書に記載しておいてください。
（2）行事や取り組みについては、学童保育クラブからのおたよりなどで事前に連絡をします。配布物には必ず目を通してください。
（3）不要な金銭やおもちゃは、トラブルの原因にもなりますので絶対にもたせないでください。学童保育クラブで児童が使用するものは、名前を記入してください。
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